
江別市監査委員告示 第４号 

 

 

平成２８年度定期監査（前期）の結果に対する措置状況の公表について 

 

 

地方自治法第１９９条第４項及び第７項の規定により実施した、平成２８年度定期

監査（前期）の結果に基づき講じた措置について、市長等から通知があったので同条

第１２項の規定により次のとおり公表する。 

 

 

平成２８年１１月２２日 

 

江別市監査委員  中 村 秀 春 

江別市監査委員  齊 藤 佐知子 

 

所管課等 監査結果（内容） 措置状況の概要 

建築指導課 

H28. 5.17監査 

H28. 8. 9報告 

 

 

 

 

 

 

 

保健センター 

H28. 6. 2監査 

H28. 7.14報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概算旅費の精算事務について】 

 概算払いに係る旅費の精算が、旅

行を完了してから数か月後に行わ

れている事例が散見されることか

ら、今後は江別市職員等の旅費に関

する条例施行規則を遵守し、所定の

日程内で処理されたい。 

 

 

 

【前渡資金の精算事務について】 

  資金前渡精算書に添付している

領収書の受取人欄が空欄であるも

のが散見されることから、「資金前

渡職員・職名・氏名」を記載された

い。 

 

 

 

【事業報告書の提出時期について】 

指定管理者に係る月毎の事業報

告書の提出時期について、基本協定

書の規定を遵守されたい。 

 

 

 

【措置済み】 

今後、旅費の精算においては、江別市職員等の旅

費に関する条例施行規則を遵守し、適切な事務処理

に努めます。 

 処理にあたり、再度課内で規則を確認するととも

に、概算旅費の起票時に、精算期日をカレンダーに

記録するなど注意し、さらに、毎月の旅費精算時に

精算漏れが無いか点検することにより実施します。 

 

 

【措置済み】 

平成２７年度分の領収書受取人欄の空欄について

は速やかに修正しました。   

また、本件指導事項については、課内全職員に周

知のうえ各担当職員に注意を促したほか、経理事務

担当係の管理係においても入念なチェック体制を構

築しており、今後は漏れのない適正な事務処理に努

めます。 

 

【措置済み】 

 「江別市いきいきセンターさわまち外計５施設の

管理に関する基本協定書」第２１条第４項の規定で

は、毎月終了後１０日以内に前月分の事業報告書を

市に提出することと定めていることから、指定管理

者に対し当該規定の遵守について改めて指導しまし

た。また、保健センター担当職員による提出催促と

報告書の速やかな確認を行うこととし、平成２８年

度分については期限内に処理を終えていますが、今

後も適正な事務処理を継続していきます。 

 

 

 



子育て支援課 

H28. 6. 9監査 

H28. 9.16報告 

 

 

 

 

 

 

【放課後児童クラブ利用者負担金

の減免事務について】 

① 放課後児童クラブ利用者負担金

の減額・免除期間の始期の取扱にお 

いて、規定と実務が乖離しているこ

とから、適正な事務の執行に努めら

れたい。 

 

  

 

 

【補助金適正使用の確認に係る調

査時期について】 

② 放課後児童クラブ運営費補助金

の適正使用確認のための調査に 

ついて、調査時期に係る規定はない

ものの、調査結果の有効活用を図る

ため、より早い時期の実施が望まし

い。 

 

 
 

【措置済み】 

①「江別市放課後児童クラブ利用者負担金徴収条例

施行規則」の一部改正（平成２８年９月１日付決裁） 

・就学援助の認定は就学援助申請月に遡及するため、

江別市放課後クラブ利用者負担金についても利用者

の不利益とならないよう、その減免始期を就学援助

の認定月から、として取り扱っています。規則第１

号様式中「申請日に属する月から対象」と記載して

いる部分と実務に不整合が生じていることから当該

文言を削除しました。 

 

【実施中】 

②江別市民間放課後児童クラブ運営費補助金交付要

綱第１２条に基づく現地調査については、民間放課

後児童クラブの業務都合等により、これまで冬休み

終了後から次年度の開設準備を開始するまでの期間

となる１月後半から２月上旬に実施していました。

平成２８年度より、調査結果の有効活用を図るため、

夏休み終了後となる９月から１０月までに現地調査

を実施します。 

 

下水道施設課 

H28. 7. 7監査 

H28. 8. 5報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【仕様書の遵守について】 

 公共下水道緊急対応業務委託に

おいて、仕様書に基づき現場の安全

確保とそれを確認できる写真を提

出するよう事業者を指導し、業務が

適正に行われるよう努められたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

【措置済み】 

平成２８年７月１１日受託者に対し、業務を適正

に遂行するよう下記の要領で指導を実施しました。 

①指導内容 

 仕様書の遵守について 

Ⅰ 現場管理 

・作業時は、現場状況に応じた一般車両及び通行人

等の安全に充分配慮すること。 

・作業表示板等の防護施設を設置すること。 

・危険箇所の表示を行い、危険防止に努めること。 

Ⅱ品質管理 

・作業完了後、安全対策を実施した写真提出の徹底。 

②指導方法 

・昨年度に、緊急対応した現場状況、作業車両の配

置から適切な安全対策の方法について、受託者と

地図及び作業現場の写真を使用し現場状況を整理

しながら打合せを行い、現場管理だけでなく、品

質管理についても適正に行うよう指導しました。 

契約管財課 

H28. 7.14監査 

H28.10.24報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【公有財産の貸付けに係る事務に

ついて】 

① 土地貸付料について、長期に渡

り滞納が生じている事例があるこ

とから、滞納の実態を踏まえたうえ

で適切な措置を講ずるなど、これま

での収入未済の解消及び新たな収

入未済の発生防止に向けた取り組

みを検討されたい。 

 

 

 

 

 

【実施中】 

①・９月１６日に借受人と面談を行い、平成２８年

度は契約更新手続きの年であるものの、このまま滞

納が続けば契約更新が困難となることを説明したう

えで、現年度分の貸付料を完納し、過年度の収入未

済分も一部納付できる分割納付の支払計画書兼誓約

書を提出させました。また、借受人本人の資力では

過年度分の収入未済の全額を解消することは困難で

あることから、親族等へ相談し、援助を求めるよう

要請しました。 

・支払計画どおりの納付を促すため、毎月下旬に

市側から集金に訪問することとし、９月２０日に１

回目の集金を行い、１０月３１日に２回目の集金を 

予定しています。 



 

 

 

 

 

 

 

② 上記貸付けに係る賃貸借契約を

更新する際、契約当事者としての適

格性について、相手方の資力や生活

状況あるいは親族の支援状況など

を総合的に検討するよう改善され

たい。また、平成２４年度に財産管

理規則が改正され、普通財産を貸し

付ける際には原則として連帯保証

人を立てることになっているが、現

在は連帯保証人を立てずに契約を

更新していることから、今後は連帯

保証人の必要性も検討するよう改

善されたい。 

・集金での訪問に限らず定期的に面談し、資力や

生活状況等を随時確認しながら納付を督促するとと

もに、借受人が高齢単身世帯であることから、市と

して福祉的な側面での対応も視野に入れて適切な措

置を検討していきます。 

 

【実施中】 

②・当該貸付契約の更新に係る事務手続きは、平成 

２９年１月～３月頃を予定しており、その際には借

受人の資力や生活状況、親族の支援状況、平成２８

年度の納付状況等を総合的に勘案して契約更新の是

非を判断します。 

・９月１６日に借受人と面談を実施し、契約更新

の際には財産管理規則に基づき連帯保証人が必要と

なる旨を説明し、契約更新時期（平成２９年１月頃）

までに親族等に相談のうえで適切な連帯保証人を選

定するよう伝え、そのことについて了承したことを

証する書面を借受人に提出させました。 

 

 
掲示期限：平成28年12月5日 


